
（平成２６年５月２１日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会神奈川地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 4 件

厚生年金関係 4 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 5 件

厚生年金関係 5 件



関東神奈川厚生年金 事案 8904 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（Ｂ社所有の船舶Ｃ）における船員保険被保険者の資格取

得日は、昭和 20 年７月 12 日であると認められることから、申立人に係る

船員保険被保険者資格の取得日に係る記録を訂正することが必要である。 

 なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 20 年７月から同年 12

月までは 60 円、21 年１月から同年３月までは 140 円とすることが必要で

ある。 

 また、申立期間において、Ｂ社所有の船舶Ｃは、戦時加算該当船舶であ

ることが確認できることから、申立期間を戦時加算該当期間とすることが

必要である。 

  

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和５年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 20 年７月頃から 21 年４月１日まで 

  私は、昭和 20 年７月にＢ社に入社し、同社所有の船舶Ｃ等に乗船し、

24 年２月まで勤務していた。しかし、船員保険の記録によると、申立

期間が船員保険の被保険者期間となっておらず納得できない。 

  調査の上、申立期間を船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間について、Ｂ社が保管している申立人の配乗記録に、「昭和

20 年７月 12 日 船舶Ｃ Ｄ地区」、「昭和 21 年３月１日 船舶Ｃ Ｅ

地区」と記載されていることから、申立人は、昭和 20 年７月 12 日から

21 年４月１日までの期間において船舶Ｃに乗船していたことが認められ

る。 

 また、オンライン記録によると申立人のＡ社における船員保険被保険者

の資格取得日は、昭和 21 年４月１日とされ､申立人に係る船員保険被保険

者台帳にも資格取得日として同日と記載されているが、当該被保険者台帳

には、同社に係る被保険者記録の前にその後の被保険者記録が記載されて

  

 

  



いるなど被保険者記録が時系列に記載されていない上、上記被保険者台帳

とは別に申立人に係る船員保険被保険者台帳が存在するところ、当該被保

険者台帳には被保険者資格取得日の記載が無い。 

   さらに、Ａ社に係る船員保険被保険者名簿が二冊確認できるところ、当

該二冊の被保険者名簿には資格取得日の記載が無い。 

   これらのことから、申立人の船員保険被保険者記録に係る管理が適切に

行われていたとは言い難い。 

   また、上記の被保険者名簿のうちの一冊には、申立人と同ページに記載

されている被保険者全てに資格取得日の記載が無く、当該ページの先頭に

記載された被保険者の備考欄に「21.４.１変更」と記載されているところ、

Ｂ社が保管している申立人に係る船員保険被保険者票には、昭和 21 年４

月１日は報酬月額変更年月日として記載されている上、事務センターは、

「昭和 21 年４月１日は月額変更年月日と考えられるため、申立人に係る

これ以前の被保険者名簿が存在していたものと考えられる。」と回答して

いる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社における船員保険被保険者

の資格取得日は、昭和 20 年７月 12 日であると認められる。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については、上記の配乗記録の給料額か

ら、昭和 20 年７月から同年 12 月までは 60 円、21 年１月から同年３月ま

では 140 円とすることが妥当である。 

   また、Ｂ社所有の船舶Ｃは、戦時加算該当船舶名簿により、戦争危険海

域を航行する船舶である戦時加算該当船舶であることが確認できることか

ら、申立期間を戦時加算該当期間とすることが必要である。 

 

  



関東神奈川厚生年金 事案 8905 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 10 年４月１日

資格喪失日が同年６月１日とされ、当該期間のうち、同年５月 31 日から

同年６月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年

金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されているが

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同

社における資格喪失日を同年６月１日とし、申立期間の標準報酬月額を

17 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

、

、

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 53 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10 年５月 31 日から同年６月１日まで 

  私は、平成 10 年５月 31 日にＡ社を退職したが、同社は、厚生年金保

険の被保険者資格喪失日を同年６月１日とすべきところ、誤って同年５

月 31 日と届け出た。その後、同社が資格喪失日を同年６月１日とする

訂正届を提出したが、厚生年金保険法第 75 条に該当するため、年金額

の計算には反映されない期間となる説明を受けた。私は、申立期間の保

険料は控除されていたと記憶しているので、調査の上、申立期間に係る

厚生年金保険被保険者記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る被保険者記録は、資格取得日が平成 10 年４月１日、

資格喪失日が同年６月１日とされ、当該期間のうち、同年５月 31 日から

同年６月１日までの期間は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年

金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている。 

 

  



   しかしながら、事業主から提出された人事データにより、申立人が申立

期間においてＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

  また、Ａ社は、「通常、月末退職者については退職月の保険料を控除し

ているので、申立人の申立期間における厚生年金保険料も控除したと思わ

れる。」と回答している。 

  さらに、申立人については、人事データに記載された退職日とオンライ

ン記録におけるＡ社の資格喪失日が同日となっているが、複数の同僚のオ

ンライン記録における資格喪失日は、それぞれの人事データ上の退職日の

翌日となっており、人事データ上の退職日とオンライン記録における資格

喪失日が同日とされている者は申立人を除き確認できない。 

  これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

  また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における平成

10 年４月の社会保険事務所（当時）の記録から、17 万円とすることが妥

当である。 

  なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、事業主は、申立人の資格喪失に係る届出を社会保険事務所に対し

誤って提出し、申立期間に係る厚生年金保険料についても納付していない

と回答していること、及び事業主が資格喪失日を平成 10 年６月１日と届

け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年５月 31 日と誤って

記録することは考え難いことから、事業主が、同日を資格喪失日として届

け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年５月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったもの

の、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した

場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

 

 

 

 

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8906 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ

工場における厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を昭和 62 年

９月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが必要

である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62 年８月 21 日から同年９月 21 日まで 

 私は、昭和 61 年４月１日から平成 14 年３月 31 日まで、Ａ社に継続

して勤務していたが、同社Ｃ工場から同社本社に転勤した時の申立期間

が被保険者期間となっていない。調査の上、申立期間を被保険者期間と

して認めてほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録及び複数の同僚の証言から判断すると、申立人がＡ

社に継続して勤務し（同社Ｃ工場から同社本社に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。

 なお、異動日については、事業所が「昭和 62 年９月 21 日を資格喪失日

とすべきであった。」と回答していることから、同日とすることが妥当で

ある。 

 また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｃ工場におけ

る昭和 62 年７月の社会保険事務所（当時）の記録から 22 万円とすること

が妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は、「納付はしたが厚生年金保険の

資格喪失日を昭和 62 年９月 21 日と届出をすべきところ、同年８月 21 日

 

  

  

  

  



                      

と届け出た。」と回答していることから、事業主が同日を資格喪失日とし

て届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年８月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行った

ものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付

した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8907 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除

されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録

を 110 万円に訂正することが必要である。 

 なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 15 年 12 月 12 日 

 私の年金記録を確認したところ、Ａ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に勤

務した期間のうち、申立期間の賞与に係る記録が無いので、記録を訂正

してほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｄ健康保険組合からの回答及び申立人の賞与振込先である金融機関の取

引記録により、申立人が申立期間において賞与の支給を受けていたことが

確認できる。 

 また、Ｄ健康保険組合における申立人の申立期間に係る標準賞与額は

110 万円と記録されており、上記の取引記録に記載されている賞与振込額

は、賞与支給額を 110 万円として社会保険料及び所得税を源泉控除した場

合の振込額とおおむね一致する。 

 これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

 また、申立人の申立期間における標準賞与額については、Ｄ健康保険組

合における平成 15 年 12 月 12 日の標準賞与額の記録から、110 万円とす

ることが妥当である。 

 なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行した

か否かについては、事業主は納付したとしているが、これを確認できる関

連資料及び周辺事情が見当たらないことから、明らかでないと判断せざる

 

  

  

  

  

 



                      

を得ない。 

  また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が申立てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。

 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8908 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 22 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 58 年４月１日から平成元年４月１日まで 

  私は、Ａ社に昭和 58 年４月１日から平成元年３月 31 日までの６年間

勤務していたが、厚生年金保険の記録では、申立期間が厚生年金保険の

被保険者期間となっていない。 

  調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間にＡ社で勤務していたと述べている。 

 しかしながら、オンライン記録において、申立人が記憶する所在地にＡ

社という名称の厚生年金保険の適用事業所は見当たらない上、類似した事

業所名で確認しても該当する事業所は見当たらない。 

 また、申立人が記憶する所在地を管轄する法務局にＡ社に係る登記の記

録は確認できないことから、申立てに係る事業所を特定することができな

い。 

 さらに、申立人は同僚の名前を記憶しているものの、当該同僚を特定す

ることができないことから、これらの者に申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料の控除について照会することができない。 

 このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を給与から控除さ

れていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申立人

の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及

び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  

  

  

  

  、

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8909 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34 年４月１日から 37 年７月 12 日まで 

  私は、同郷の友人と一緒にＡ社に入社し、同じ職場で勤務していた。

友人の厚生年金保険の被保険者記録があるにもかかわらず、私の記録が

欠落しているので、調査の上、申立期間を被保険者期間として認めてほ

しい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が一緒に入社したと述べている同僚の供述及び申立人が所持して

いた職場旅行の写真により、期間は特定できないものの、申立人がＡ社に

勤務していたことが認められる。 

 しかしながら、Ａ社は既に解散しており、同社の元事業主に照会を行っ

たが回答が無いことから、申立人の厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

 また、Ａ社の複数の同僚に照会を行ったものの、申立人の厚生年金保険

料の控除に係る供述を得ることはできず、申立人が一緒に入社したとする

同僚の厚生年金保険の被保険者資格取得時期は、昭和 36 年７月３日であ

ることが、オンライン記録で確認できる上、当該同僚は、同社の入社当初

は厚生年金保険に加入しておらず、資格取得時期に誤りは無い旨供述して

いる。 

 加えて、上記の職場旅行の写真において、氏名が判明した者の中には、

Ａ社において厚生年金保険被保険者記録が確認できない者も存在する。 

 このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持してお

らず、申立人の申立期間における保険料控除について確認できる関連資料

 

  

  

  

  

 



                      

及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8910 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45 年１月 31 日から同年３月 26 日まで 

  Ａ社（現在は、Ｂ社）及びＣ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚

生年金保険の被保険者記録が無い。給与から厚生年金保険料が控除され

ていた記憶があるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として

  

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の供述及び同僚の証言により、申立人は、申立期間において、

Ａ社及び同社のグループ会社であるＣ社に継続して勤務していたことは

うかがえる。 

 しかしながら、オンライン記録で申立人と同様にＡ社で昭和 45 年１月

31 日に資格喪失し、Ｃ社で同年３月 26 日に資格取得している同僚が所持

する給料支払明細書では、同年２月の厚生年金保険料は控除されていな

いことが確認できる。 

 また、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所になったのは昭和 45 年３月 26

日であり、申立期間は厚生年金保険の適用事業所ではなかったことが確

認できる。 

 さらに、Ｂ社は申立期間当時の賃金台帳等の資料を保管していないた

め、申立人に係る厚生年金保険の適用及び保険料の控除について不明と

回答している。 

 このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持し

ておらず、申立人の申立期間における保険料控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  

  

  

  

  



                      

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8911 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48 年７月１日から 49 年７月 30 日まで 

  申立期間は、Ａ事業所が所有するＢ船舶で、Ｃ職として勤務していた。

同船は、Ｄ社専属で、Ｅ港で稼働していた。 

  調査の上、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が事業主の住所及び業務内容を記憶していること、並びに申立

期間にＤ社に勤務していた従業員の証言により、期間は特定できないも

のの、申立人がＡ事業所の所有するＢ船舶で、Ｃ職として勤務していた

ことはうかがえる。 

 しかしながら、オンライン記録において、Ａ事業所及びＢ船舶という

名称の厚生年金保険の適用事業所は見当たらない。 

 また、申立人は、Ａ事業所に勤務していたのは、申立人のみであった

と述べていることから、同僚に当時の状況をうかがうことができない上、

申立人が、事業主であったと述べているＦ氏の所在も不明であることか

ら、事業主に当時の状況を確認することができない。 

 このほか、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを確認できる給与明細書等の資料を所持し

ておらず、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。

 

  

  

  

  

 

 



                      

関東神奈川厚生年金 事案 8912 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住 所 ：  

    

    

    

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46 年 11 月 18 日から 47 年１月５日まで 

 私は、Ａ社に勤務していたが、昭和 46 年 11 月に、私を含め同社に勤

務していた数人がそのままＢ社（現在は、Ｃ社）の所属となった。申立

期間は、勤務場所も変わることなく、Ａ社での仕事と同じ仕事を引き続

き行っていたので、申立期間を厚生年金保険被保険者期間として認めて

ほしい。 

   

 

第３ 委員会の判断の理由 

   複数の同僚の証言及びＣ社から提出された社内人事報（写）から、申立

人が申立期間において、Ａ社に継続して勤務していたことは推認できる。 

 しかし、申立人と同一の部署に勤務し、Ａ社からＢ社に転籍した複数の

同僚も、申立期間とほぼ一致する期間においてはＡ社又はＢ社に係る厚生

年金保険被保険者となっていない。 

 また、申立人及び上記の複数の同僚の健康保険厚生年金保険被保険者原

票に記載されたこれらの者の厚生年金保険被保険者資格の喪失日はオンラ

イン記録と一致している上、喪失日直後の昭和 46 年 11 月 26 日又は同年

11 月 29 日に健康保険被保険者証を返納していることが確認でき、その手

続に不自然さは見られない。 

 さらに、同僚の一人は、「会社から、昭和 46 年 12 月末頃まで、Ａ社に

勤務し、Ｂ社への異動は、47 年１月になると言われた。」と述べている

ところ、上記の社内人事報（写）によると、申立人は、昭和 47 年１月５

日にＢ社に入社したことが記載されており、これは、オンライン記録の同

社における申立人の厚生年金保険被保険者資格の取得日と一致している。 

 加えて、Ａ社は既に解散しており、当時の事業主の所在も不明であるこ

  

  

  

  

  



                      

とから、申立期間当時の状況について確認することができない上、Ｃ社は、

入社前に厚生年金保険料を控除することは無いと思われると回答している。 

  このほか、申立人は、当該期間における厚生年金保険料の控除について

確認できる給与明細書等の資料を所持しておらず、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見

当たらない。 

  これらの事実を総合的に判断すると、申立人が、厚生年金保険被保険者

として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことを認めることはできない。

 

 

 

  




